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資産運用会社における業務方法書の変更に関するお知らせ 
 

 

 イオンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託するイオン・

リートマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取締役会

において、2017 年 10 月 16 日開催予定の本投資法人の投資主総会での規約の一部変更に係る議

案の承認可決を停止条件として、下記のとおり業務方法書の一部変更を行うことを決定しまし

たので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

1． 業務方法書の変更内容及び理由 

 

 2017年 10 月 16 日開催予定の本投資法人の投資主総会において、規約の一部変更に係る議案が

承認可決された場合、変更後の規約に沿う形で本資産運用会社の業務方法書を変更する必要があ

ることから、以下のとおり業務方法書の一部の変更を行うものです。 

 

（1）2017年3月、一般社団法人投資信託協会の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則が改

正され、同規則における不動産等の定義等に係る規定に一定の海外不動産保有法人の株式又は

出資が追加されたことに伴い、必要な文言の追加・修正を行うものです。 

（2）上記のほか、表現の統一、字句の修正等のために、所要の変更を行うものです。 

 

（規約の一部変更の詳細に関しては、2017年8月30日付「規約変更及び役員選任に関するお知ら

せ」をご参照ください。） 

 

2． 変更予定日及び届出予定日 

 

（1）変更予定日 

2017年 10月 16日 

 

（2）届出予定日 

金融商品取引法に基づき、変更後遅滞なく金融庁長官に対して届出を行います。 

 



 

 

3． 今後の見通し 

 

本件による本投資法人の第 10期（2018年 1月期）及び第 11期（2018年 7月期）の運用状況への

影響はなく、運用状況の予想に変更はありません。 

 

 

以 上 

 

＊本投資法人のホームページアドレス ： http://www.aeon-jreit.co.jp/ 
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